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第１３３号議案説明資料

令和６年１２月６日 

件 名 足立区の特定の事務を取り扱う郵便局の指定について 

所管部課名 区民部戸籍住民課 

内 容 

１ 概要 

マイナンバーカードを発行してから５年経過時点で電子証明書の更新

が必要となる。令和７年度に更新対象件数の増加が見込まれており、窓口

の混雑緩和及び区民の利便性の向上のため、当該更新事務を郵便局へ委託

する。 

なお、委託するにあたり、地方公共団体の特定の事務の郵便局における

取扱いに関する法律（平成１３年法律第１２０号）第３条第１項の規定に

基づき、足立区の特定の事務を取り扱う郵便局を以下のとおり指定する。 

２ 指定する郵便局 

Ｎｏ 局名 住所 

1 足立郵便局 東京都足立区千住曙町４２番４号 

2 足立北郵便局 東京都足立区竹の塚三丁目９番２０号 

3 足立西郵便局 東京都足立区西新井本町四丁目４番３０号 

３ 取り扱う事務種別（上記法律の「各号で規定する事務」） 

（１）電子証明書の発行及び更新

（２）暗証番号の初期化及び再設定

４ 指定期間 

令和７年４月１日から令和８年３月３１日までの１年間 

※ 毎年度、各郵便局の利用状況から指定局の増減について検討する。

〇地方公共団体の特定の事務の郵便局における取扱いに関する法律【抜粋】 

（郵便局の指定等） 

第三条 地方公共団体は、前条各号に掲げる事務を郵便局において取り扱

わせようとするときは、次に掲げる基準に適合する郵便局を指定するもの

とする。 

３ 地方公共団体は、前項の規定による協議が調い、第一項の規定により郵

便局を指定しようとするときは、あらかじめ、当該地方公共団体の議会の

議決を経なければならない。 
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５ 件数見込み 

  ７，５００件（３局×１０件/日×２５０日） 

６ 令和７年度当初予算計上額 

  委託料 １４，５４０千円（予定） 

（１）１件あたりの事務手数料（例）

ア 電子証明を更新する場合  ９７０円 

イ 更新時に暗証番号を忘れていた場合 １，３８０円 

※ 委託は単価契約となり、国が全国統一の基準額を設定している。 

７ 周知方法 

ホームページやあだち広報で広く周知するとともに、足立区が設置して

いるマイナンバーカードコールセンターにおいて案内する。 
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